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は
じ
め
に

　

尖
閣
諸
島
問
題
に
関
す
る
面
白
い
、
意
欲
的

な
書
物
が
出
た
。
著
者
齋
藤
道
彦
氏
は
東
京
大

学
大
学
院
で
中
国
語
・
中
国
文
学
を
専
攻
し
、

中
央
大
学
で
教
鞭
を
と
る
一
方
、
二
年
間
中

国
・
南
開
大
学
で
訪
問
研
究
を
し
、
半
年
ほ
ど

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
中
国
語
講
座
講
師
を
務
め
た
経

験
を
持
つ
。
中
国
人
を
感
覚
的
に
捉
え
る
能
力

を
も
持
つ
中
国
通
か
と
思
わ
れ
る
。

　

本
書
執
筆
の
動
機
は
、
著
者
が
尖
閣
諸
島
問

題
に
関
す
る
国
内
の
「
識
者
」
の
解
説
や
マ
ス

コ
ミ
の
報
道
に
失
望
し
、
少
な
か
ら
ぬ
関
係
論

著
の
中
に
学
問
的
検
証
に
耐
え
な
い
非
論
理
的

著
作
が
目
立
っ
た
こ
と
、
こ
の
問
題
に
関
す
る

研
究
史
・
論
争
史
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

鑑
み
て
、
こ
の
状
況
を
正
そ
う
と
考
え
た
こ
と

に
あ
る
（
あ
と
が
き
）。
本
書
を
「
総
論
」
と

名
付
け
た
の
は
、
従
来
に
な
い
包
括
的
研
究
だ

と
の
主
張
か
。

　

内
容
は
、
終
始
一
貫
こ
の
問
題
に
関
す
る
中

国
批
判
で
あ
る
。
嘗
て
文
化
大
革
命
を
国
内
の

「
大
多
数
の
学
者
・
マ
ス
コ
ミ
が
礼
賛
し
た
」

当
時
、
著
者
は
少
数
派
批
判
者
の
側
に
い
た
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が
、
そ
れ
は
「
中
国
が
平
和
・
民
主
主
義
・
人

権
・
弱
者
に
目
を
向
け
た
政
治
な
ど
で
し
か
る

べ
き
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
」

し
た
か
ら
だ
と
い
う
。
し
か
し
、「
領
土
主
張

の
根
拠
に
も
な
ら
ぬ
史
料
を
証
拠
と
強
弁
し
、

力
ず
く
で
領
土
を
奪
い
と
ろ
う
と
す
る
横
暴
な

ふ
る
ま
い
」
は
我
慢
な
ら
ず
、
容
赦
な
く
批
判

す
る
。
そ
の
筆
法
の
せ
い
か
、
本
書
出
版
に
は

苦
労
が
あ
っ
た
と
い
う
。
原
稿
は
二
〇
一
三
年

一
月
に
は
ほ
と
ん
ど
完
成
し
て
い
た
が
、
十
数

社
と
の
出
版
交
渉
は
す
べ
て
不
首
尾
に
終
わ

り
、
屈
辱
の
一
年
後
、
創
英
社
／
三
省
堂
書
店

の
好
意
で
や
っ
と
日
の
目
を
見
た
そ
う
で
あ
る

（
あ
と
が
〉
1
〈

き
）。

　

目
次
を
見
て
お
く
と
、

　

は
じ
め
に

　

Ⅰ　

尖
閣
諸
島
問
題
を
め
ぐ
る
歴
史

　

Ⅱ　
「
尖
閣
諸
島
＝
中
国
領
」
論
の
系
譜

　

Ⅲ　

  

中
国
「
党
国
家
主
義
」
と
「
近
代
国
家
」

の
枠
組
み

　

Ⅳ　

  

日
本
の
マ
ス
コ
ミ
論
調
と
尖
閣
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン

　

Ⅴ　

結
論

　

あ
と
が
き

　

Ⅵ　

尖
閣
関
連
参
考
文
献

　

Ⅶ　

尖
閣
関
連
資
料

と
な
っ
て
お
り
、
Ⅱ
が
大
半
を
占
め
、
こ
こ
に

著
者
の
批
判
的
論
述
が
集
中
す
る
が
、
こ
の
部

分
に
は
細
目
次
が
あ
っ
た
方
が
読
者
に
は
親
切

で
あ
っ
た
ろ
う
。

内
容
紹
介

　
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
本
書
執
筆
の
目

的
を
「
二
〇
一
二
年
九
月
反
日
騒
動
の
あ
と
を

う
け
て
、
尖
閣
諸
島
問
題
に
し
ぼ
り
、
改
め
て

議
論
の
全
体
像
と
問
題
点
を
整
理
す
る
こ
と
」

と
い
う
。
こ
の
た
め
、
あ
の
騒
動
に
対
す
る

「
日
本
人
の
反
応
」、「「
尖
閣
」
論
史
」（
一
九

七
〇
年
か
ら
始
ま
る
奥
原
敏
雄
、
尾
崎
重
義
、

緑
間
栄
、
浦
野
起
央
、
芹
田
健
太
郎
、
原
田
禹

雄
の
諸
著
作
の
列
記
）、「
島
名
」（
関
連
島
嶼

の
名
前
の
混
乱
）、「
尖
閣
諸
島
の
位
置
」、「
尖

閣
諸
島
の
面
積
」、「
尖
閣
諸
島
の
地
番
」、「
中

国
の
主
張
の
骨
子
」、「
日
本
の
主
張
の
骨
子
」、

「
本
書
の
目
的
」
を
示
す
。

　

本
論
の
「
Ⅰ 

尖
閣
諸
島
問
題
を
め
ぐ
る
歴

史
」
で
は
、
関
連
す
る
日
中
間
の
歴
史
を
、
琉

球
国
・
明
朝
・
清
朝
、
日
本
の
尖
閣
領
有
か
ら

東
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
終
結
ま
で
、
東
ア
ジ
ア

太
平
洋
戦
争
終
結
後
、
一
九
六
九
年
エ
カ
フ
ェ

発
表
か
ら
一
九
七
二
年
日
中
国
交
樹
立
ま
で
、

一
九
七
二
年
日
中
国
交
樹
立
か
ら
一
九
九
二
年

「
領
海
法
」
制
定
以
前
ま
で
／
日
中
友
好
の
二

〇
年
、「
領
海
法
」
制
定
か
ら
二
〇
一
一
年
ま

で
の
対
立
発
生
、
二
〇
一
二
年
領
海
侵
犯
常
態

化
、
と
い
っ
た
項
目
に
つ
い
て
俯
瞰
す
る
。

　

本
論
の
「
Ⅱ 

「
尖
閣
諸
島
＝
中
国
領
」
論
の

系
譜
」
は
本
書
の
中
核
部
分
で
、
中
国
側
及
び

日
本
の
研
究
者
で
中
国
側
の
主
張
に
与
す
る
者

の
主
張
を
と
り
あ
げ
、丹
念
に
逐
一
論
駁
す
る
。

　
「
1
．
中
華
民
国
上
海
の
新
聞
『
申
報
』
一
九

四
七
年
一
〇
月
二
三
日
付
の
社
論
」
は
、
カ
イ

ロ
宣
言
が
琉
球
の
未
来
に
つ
い
て
言
及
な
く
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
が
カ
イ
ロ
宣
言
を
遵
守
す
べ
き

こ
と
を
言
う
以
上
、
琉
球
は
「
わ
が
国
」
に
返

還
す
べ
し
と
説
き
、
論
拠
と
し
て
琉
球
と
明
朝

の
朝
貢
・
冊
封
関
係
に
言
及
す
る
が
、
著
者
齋

藤
は
明
朝
の
琉
球
に
対
す
る
軍
隊
駐
留
も
徴
税

も
な
い
こ
と
か
ら
琉
球
は
独
立
国
で
あ
っ
た
の

で
、
そ
の
返
還
要
求
は
的
外
れ
と
批
判
す
る
。
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「
2
．
一
九
七
〇
年
中
華
民
国
政
府
に
よ
る

釣
魚
島
領
有
の
主
張
、
楊
仲
揆
論
文
、
郭
生
論

文
、
邱
宏
達
論
文
」。
一
九
六
九
年
五
月
に
エ

カ
フ
ェ
が
尖
閣
諸
島
周
辺
海
域
に
石
油
埋
蔵
の

可
能
性
を
公
表
し
た
の
を
受
け
〉
2
〈

て
、
翌
年
七
月

に
、
そ
の
海
域
の
大
陸
棚
を
自
国
の
も
の
と
考

え
た
中
華
民
国
政
府
が
米
国
の
一
石
油
会
社
に

そ
の
海
域
で
石
油
探
査
試
掘
権
を
許
可
し
た
。

こ
れ
に
対
し
日
本
外
務
省
が
尖
閣
群
島
は
沖
縄

諸
島
の
一
部
で
あ
る
と
し
て
抗
議
し
た
の
を
八

月
二
〇
日
付
『
台
湾
新
生
報
』
が
報
じ
、
当
該

石
油
鉱
床
は
中
華
民
国
の
大
陸
棚
上
に
あ
る
こ

と
、
中
華
民
国
漁
民
が
頻
繁
に
諸
島
周
辺
海
域

で
操
業
し
て
い
る
こ
と
、
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣

言
及
び
平
和
条
約
に
よ
っ
て
国
外
の
地
を
再
取

得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。
齋

藤
は
、
大
陸
棚
資
源
に
対
す
る
主
権
は
尖
閣
諸

島
の
領
有
権
と
は
区
別
す
べ
し
と
い
う
が
、
島

の
領
有
権
に
基
づ
い
て
そ
の
周
辺
海
域
の
大
陸

棚
へ
の
権
原
が
決
ま
る
の
で
あ
る
。
漁
民
の
漁

猟
は
私
人
の
行
為
ゆ
え
領
有
権
主
張
の
根
拠
に

な
ら
ぬ
と
い
う
批
判
と
、「
国
外
の
地
」
の
再

取
得
云
々
の
否
定
は
正
し
い
。

　
「
楊
仲
揆
論
文
」
と
は
、
一
九
七
〇
年
八
月

二
二
日
、
二
三
日
国
民
党
機
関
紙
『
中
央
日

報
』
に
発
表
し
た
「
尖
閣
群
島
問
題
」
と
題
す

る
論
文
で
、
米
国
と
日
本
が
一
九
七
二
年
に
琉

球
を
日
本
へ
返
還
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る

の
で
、
尖
閣
諸
島
の
主
権
に
つ
い
て
そ
れ
以
前

に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。
島
名
や

日
中
間
の
境
界
や
台
湾
漁
民
の
操
業
に
つ
い
て

楊
論
文
が
明
清
文
書
に
依
拠
す
る
の
に
対
し
、

齋
藤
は
奥
原
、
尾
崎
、
緑
間
の
論
文
に
よ
っ
て

反
論
す
る
。
序
な
が
ら
、
齋
藤
は
井
上
が
一
九

七
〇
年
九
月
の
「
琉
球
政
府
声
明
」
の
中
の
名

詞
の
誤
記
を
指
摘
す
る
の
に
絡
め
て
、
井
上
論

文
の
誤
植
を
指
摘
し
て
「
些
末
で
は
あ
っ
て

も
、
正
確
を
期
す
る
こ
と
は
、
大
事
な
こ
と
」

と
い
う
が
、
巻
末
の
参
考
文
献
番
号
を
本
文
中

に
引
く
際
に
誤
り
が
散
見
さ
れ
る
の
は
ち
ょ
っ

と
皮
肉
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、「
久
米

島
ま
で
が
琉
球
で
、
そ
れ
よ
り
西
方
は
尖
閣
諸

島
を
含
め
て
中
国
領
」
と
す
る
中
国
側
の
独
断

は
こ
の
楊
論
文
か
ら
始
ま
り
、
井
上
清
を
経
て

中
国
共
産
党
が
こ
れ
を
利
用
し
今
日
に
至
る
と

い
う
。
そ
の
意
味
で
楊
論
文
は
見
逃
せ
な
い
。

　
「
郭
生
論
文
」
と
は
、
香
港
『
七
〇
年
代
』

一
九
七
一
年
三
月
号
所
載
の
「
釣
魚
島
等
の
領

土
主
権
と
油
源
開
発
問
題
」
と
題
す
る
論
文

で
、
楊
論
文
に
類
似
す
る
と
い
う
。
第
一
点
と

し
て
、
釣
魚
島
等
は
「
台
湾
省
の
付
属
島
嶼
」

で
あ
り
、「
昔
か
ら
台
湾
と
一
体
で
中
国
領

土
」
と
主
張
す
る
こ
と
を
採
り
上
げ
、
齋
藤
は

「
郭
生
は
、
そ
の
根
拠
を
述
べ
て
い
な
い
が
、

こ
の
「
釣
魚
島
等
＝
台
湾
付
属
島
嶼
」
論
は
、

そ
の
後
踏
襲
さ
れ
て
ゆ
く
」
と
い
う
。
確
か

に
、
日
本
が
台
湾
を
放
棄
し
た
一
九
五
一
年
の

平
和
条
約
で
尖
閣
諸
島
も
そ
の
一
部
と
し
て
放

棄
し
た
と
い
う
の
が
中
国
側
の
立
場
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
、
大
正
島
の
名
称
と
帰
属
、

中
国
の
古
籍
、
林
子
平
の
『
三
国
通
覧
図
説
』、

程
順
則
の
『
指
南
広
義
』、
日
本
の
古
籍
な
ど

の
議
論
が
あ
り
、
尖
閣
周
辺
の
浅
海
海
域
は
中

国
の
も
の
で
そ
こ
に
あ
る
釣
魚
島
な
ど
も
中
国

領
と
す
る
が
、「
合
作
開
発
」（
共
同
開
発
）
が

当
時
日
台
間
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
に
関
し

て
、
日
本
が
資
源
を
略
奪
し
島
嶼
を
日
本
の
版

図
に
入
れ
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
る
と
見
て
共

同
開
発
に
反
対
す
る
。
こ
の
共
同
開
発
論
議
に

関
し
て
、
齋
藤
は
領
有
権
問
題
を
棚
上
げ
に
し

た
ま
ま
で
は
資
源
の
共
同
開
発
論
は
成
立
し
な

い
と
い
う
。
こ
の
認
識
は
少
々
疑
問
で
、
島
嶼
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の
領
有
権
と
は
異
な
る
が
、
境
界
画
定
と
い
う

類
似
の
主
権
の
絡
む
問
題
を
棚
上
げ
し
て
共
同

開
発
が
協
定
さ
れ
た
例
は
若
干
存
在
す
〉
3
〈

る
。

　

次
の
「
邱
宏
達
論
文
」
は
香
港
『
明
報
』
一

九
七
一
年
三
月
号
の
「
日
本
の
釣
魚
台
列
嶼
に

対
す
る
主
権
問
題
の
論
拠
の
分
析
」
で
あ
る
。

邱
は
多
く
の
英
文
の
論
文
を
発
表
し
て
き
た
台

湾
を
代
表
す
る
国
際
法
学
者
で
、『
日
本
外
交

文
書
』
や
『
官
報
』
な
ど
を
使
い
、
尖
閣
諸
島

の
領
有
を
巡
る
山
県
内
務
卿
と
井
上
外
務
卿
の

や
り
と
り
に
言
及
し
た
り
、
明
治
天
皇
の
「
勅

令
」
が
尖
閣
諸
島
の
沖
縄
帰
属
を
言
っ
て
い
な

い
こ
と
を
指
摘
し
た
り
す
る
。
こ
の
後
の
点
に

つ
い
て
、
齋
藤
は
こ
れ
を
認
め
、
日
本
の
外
務

省
及
び
法
学
者
は
尖
閣
諸
島
が
八
重
山
諸
島
に

含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と
に
疑
問
は
な
い
と
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
「
一
九
七
一
年
四
月
二
〇
日
中
華
民
国
外
交

部
声
明
」
は
、
日
米
沖
縄
返
還
協
定
に
関
連
し

て
、
中
華
民
国
の
釣
魚
台
列
嶼
に
対
す
る
領
土

主
権
は
歴
史
、
地
理
、
使
用
、
法
理
の
い
か
な

る
観
点
か
ら
も
疑
問
の
余
地
が
な
い
と
し
、

齋
藤
に
よ
れ
ば
、「
歴
史
、
地
理
、
使
用
、
法

理
」
と
い
う
論
法
は
、
そ
の
後
北
京
政
府
に

よ
っ
て
踏
襲
さ
れ
る
と
い
う
。「
一
九
七
一
年

六
月
一
一
日
中
華
民
国
外
交
部
声
明
」
も
同
趣

旨
の
論
調
を
展
開
し
て
い
る
。

　
「
3
．
一
九
七
一
年
一
二
月
三
〇
日
釣
魚
島

な
ど
の
主
権
に
関
す
る
中
華
人
民
共
和
国
外
交

部
声
明
」
は
、
釣
魚
島
は
「
中
国
の
固
有
の
領

土
」
と
初
め
て
公
式
に
主
張
し
た
文
書
で
、
こ

こ
に
論
ぜ
ら
れ
た
諸
点
は
す
べ
て
今
日
ま
で
引

き
継
が
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
便
宜
上
井

上
清
批
判
の
文
脈
に
お
い
て
詳
細
に
批
判
さ
れ

る
。

　
「
4
．
一
九
七
二
年
二
月
〜
一
〇
月
井
上
清

の
議
論
」
と
い
う
の
は
、
井
上
が
一
九
七
二
年

の
こ
の
期
間
に
精
力
的
・
集
中
的
に
尖
閣
諸
島

問
題
を
論
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
井
上
は
当
初
三

本
の
雑
誌
論
文
を
発
表
し
、『
人
民
日
報
』
と

『
光
明
日
報
』
が
一
九
七
二
年
五
月
四
日
付
で

二
本
の
井
上
論
文
を
全
訳
し
て
掲
載
し
た
。
井

上
は
同
年
一
〇
月
に
単
行
書
『
釣
魚
諸
島
の
史

的
解
明
│
│「
尖
閣
」
列
島
』
を
出
し
、
こ
の
中

国
語
訳
が
一
九
七
三
年
と
一
九
九
〇
年
に
計
三

種
類
出
て
い
る
と
い
う
。
井
上
の
議
論
は
す
べ

て
彼
の
開
拓
し
た
も
の
で
は
な
く
、
楊
仲
揆
、

邱
宏
達
ら
の
前
史
が
あ
る
が
、
そ
の
後
の
中
国

の
「
釣
魚
島
＝
中
国
の
固
有
の
領
土
」
論
の
主

な
原
型
と
み
ら
れ
て
い
る
と
か
で
、
こ
の
理
由

か
ら
齋
藤
は
井
上
を
直
接
の
批
判
の
対
象
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
序
な
が
ら
、
齋
藤
は
井
上

批
判
を
す
る
と
は
い
え
、
二
〇
一
二
年
九
月
反

日
騒
動
以
降
に
尖
閣
関
係
を
論
ず
る
志
位
和

夫
、
豊
下
楢
彦
、
石
平
、
孫
崎
享
、
横
山
宏
章
・

王
雲
海
な
ど
の
著
書
が
井
上
の
書
物
に
ま
っ
た

く
論
及
し
な
い
こ
と
を
責
め
、
こ
れ
ら
が
尖
閣

諸
島
を
中
国
領
と
す
る
立
場
を
批
判
す
る
奥

原
、
尾
崎
、
緑
間
、
芹
田
、
原
田
等
の
著
作
に
も

触
れ
て
い
な
い
こ
と
を
失
礼
と
し
て
い
る
。

　

井
上
の
議
論
は
、
①
釣
魚
諸
島
は
明
代
・
清

代
か
ら
中
国
領
だ
、
②
日
本
の
主
張
す
る
「
無

主
地
先
占
の
法
理
」
は
成
り
立
た
な
い
、
③
日

清
戦
争
で
日
本
は
釣
魚
諸
島
を「
盗
ん
だ
」の
三

点
に
要
約
で
き
る
と
す
る
が
、
最
初
に
井
上
の

「
政
治
的
ス
タ
ン
ス
」
を
紹
介
し
、
そ
の
論
調

の
基
点
と
す
る
。
井
上
は
毛
沢
東
崇
拝
・
文
化

大
革
命
礼
賛
に
走
り
、
日
本
政
府
・
社
会
党
・

共
産
党
・
マ
ス
コ
ミ
諸
紙
の
尖
閣
諸
島
＝
日
本

領
の
主
張
に
「
日
本
帝
国
主
義
の
再
起
の
危
険

性
を
強
く
感
じ
た
」
そ
う
で
、
井
上
論
を
ほ
と

ん
ど
踏
襲
す
る
中
国
共
産
党
は
尖
閣
問
題
を
論
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ず
る
と
き
に
そ
の
重
点
と
し
て
「
日
本
軍
国
主

義
の
復
活
」
を
強
調
す
る
と
い
う
。
こ
の
辺
り

の
中
国
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
一
日
本
人
発
の
論

調
を
幸
便
に
利
用
す
る
狡
猾
さ
を
示
し
て
お

り
、
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
問
題
で
一
日
本
紙

に
発
す
る
論
調
を
幸
便
に
使
っ
て
き
た
韓
国
の

レ
ト
リ
ッ
ク
と
軌
を
一
に
す
る
印
象
が
あ
る
。

　

井
上
は
中
国
史
の
専
門
家
で
は
な
い
と
自
認

し
な
が
ら
明
清
・
琉
球
・
日
本
史
料
一
四
点
を

と
り
あ
げ
る
。
齋
藤
は
こ
れ
ら
の
議
論
に
対
し

て
、
自
ら
の
批
判
に
加
え
て
、
先
行
す
る
奥

原
、
尾
崎
、
緑
間
、
原
田
等
の
議
論
を
用
い
て

反
論
す
る
。
そ
の
過
程
で
、
井
上
が
尾
崎
、
緑

間
等
の
批
判
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
筈
な
の
に

そ
れ
を
無
視
し
て
い
る
の
は
傲
慢
だ
と
し
、
自

ら
の
思
い
込
み
を
優
先
さ
せ
て
資
料
の
全
体
に

目
を
通
さ
ず
、
気
に
入
っ
た
部
分
だ
け
を
つ
ま

み
食
い
し
て
肥
大
化
さ
せ
る
井
上
の
学
問
的
姿

勢
を
非
難
す
る
。

　

②
、
③
は
国
際
法
に
係
る
論
点
で
あ
る
。

②
「
無
主
地
先
占
論
は
成
り
立
た
な
い
」
論
は

一
九
七
一
年
一
二
月
三
〇
日
中
国
外
交
部
声
明

に
な
か
っ
た
論
点
で
、
井
上
が
邱
宏
達
ら
の
議

論
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
う
。
尖
閣
諸
島
が

一
八
九
五
年
の
日
本
領
土
編
入
よ
り
前
に
中
国

人
が
発
見
し
て
い
た
と
い
う
の
が
中
国
側
の
主

張
だ
が
、
諸
島
を
航
路
上
の
目
印
と
し
て
用
い

て
い
た
に
せ
よ
、
そ
れ
は
琉
球
人
の
案
内
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
尾
崎
等
の
研
究
で
明

ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
中
国
側
の
行
為
に
は
領

有
の
意
思
を
示
す
証
拠
が
見
ら
れ
な
い
以
上
無

主
の
地
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
慎
重
に
確
か
め
た

上
で
日
本
が
編
入
し
た
か
ら
「
先
占
」
に
な
る

と
い
う
の
が
日
本
側
の
立
場
で
、
こ
れ
が
国
際

法
上
正
し
い
説
明
で
あ
る
こ
と
を
広
部
和
也
、

尾
崎
に
基
づ
い
て
説
明
す
〉
4
〈

る
。
こ
の
関
連
で
、

日
本
が
尖
閣
諸
島
に
領
有
意
思
を
示
す
国
標
建

設
を
躊
躇
し
た
こ
と
を
邱
が
指
摘
し
井
上
が
発

展
さ
せ
た
が
、
事
実
は
沖
縄
県
令
と
内
務
卿
と

の
間
で
国
標
建
設
が
清
国
に
領
有
主
張
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
の
を
懸
念
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

③
「
日
清
戦
争
で
日
本
は
釣
魚
諸
島
を
「
盗
ん

だ
」」
論
に
つ
い
て
は
、
戦
争
と
尖
閣
諸
島
の

関
係
は
な
く
諸
島
が
台
湾
の
一
部
で
は
な
い
こ

と
、
及
び
「
盗
む
」
と
い
う
こ
と
は
そ
の
行
為

以
前
に
島
嶼
が
中
国
領
だ
っ
た
と
の
前
提
に
立

つ
が
、
そ
の
事
実
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
否
定

さ
れ
て
い
る
。

　
「
5
．
一
九
七
二
年
夏
の
高
橋
庄
五
郎
に
よ

る
議
論
」
で
は
、
高
橋
が
問
題
は
尖
閣
諸
島
周

辺
海
域
に
石
油
埋
蔵
の
可
能
性
が
わ
か
っ
て
か

ら
起
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
無
主
地
先
占

論
を
批
判
す
る
が
、
高
橋
の
執
筆
動
機
は
「
こ

の
問
題
を
避
け
て
日
中
国
交
回
復
は
あ
り
え

な
い
」
と
の
認
識
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
齋
藤
は

一
部
高
橋
の
論
調
に
同
情
的
な
評
価
を
し
な
が

ら
、
先
行
研
究
に
よ
り
全
体
と
し
て
は
批
判
に

終
わ
る
。

　
「
6
．
一
九
九
六
年
『
法
制
日
報
』
劉
文
宗

論
文
、『
人
民
日
報
』
鐘
厳
論
文
」
は
、
一
九

九
二
年
に
中
国
が
「
領
海
及
び
接
続
水
域
法
」

を
制
定
し
た
後
に
出
さ
れ
た
九
六
年
八
月
二
日

の
劉
論
文
「
釣
魚
島
に
対
す
る
中
国
の
主
権
は

弁
駁
を
許
さ
な
い
」
と
同
年
一
〇
月
一
八
日
の

鐘
論
文
「
釣
魚
島
の
主
権
の
帰
属
に
つ
い
て
論

じ
る
」
で
あ
る
。
と
も
に
中
国
古
籍
を
挙
げ
て

中
国
領
有
論
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
が
、
齋

藤
は
す
で
に
他
の
個
所
で
論
駁
し
た
論
理
で
こ

れ
ら
を
退
け
、
断
片
的
な
が
ら
一
九
五
三
年
一

二
月
二
五
日
の
ア
メ
リ
カ
民
政
府
第
二
七
号
命

令
が
琉
球
諸
島
の
範
囲
に
釣
魚
島
を
含
め
た
の

は
不
法
侵
犯
・
占
拠
だ
と
す
る
鐘
論
文
に
対
し
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て
、
こ
の
と
き
中
華
民
国
も
中
華
人
民
共
和
国

も
抗
議
を
行
わ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
指
摘

す
る
。
こ
の
抗
議
の
欠
如
と
い
う
無
作
為
は
か

な
り
大
き
な
法
的
効
果
を
有
す
る
こ
と
に
注
意

し
た
〉
5
〈

い
。

　
「
7
．
二
〇
〇
〇
年
代
井
上
・「
中
国
」
エ
ピ

ゴ
ー
ネ
ン
た
ち
の
議
論
」
で
は
、
村
田
忠
禧
、

孫
崎
享
、
大
西
広
、
動
労
千
葉
、
矢
吹
晋
等
が

や
り
玉
に
あ
が
る
。
紙
幅
の
都
合
で
孫
崎
の
み

に
つ
い
て
若
干
の
紹
介
と
齋
藤
の
批
判
を
見
て

み
よ
う
。
孫
崎
は
二
〇
一
一
年
の
著
書
『
日
本

の
国
境
問
題
│
│
尖
閣
・
竹
島
・
北
方
領
土
』

に
お
い
て
、
尖
閣
諸
島
問
題
に
つ
い
て
争
点
を

①
「
歴
史
的
に
ど
ち
ら
が
先
に
領
有
を
主
張
し

た
か
」、
②
「
一
八
九
五
年
尖
閣
諸
島
の
日
本

併
合
を
ど
う
み
る
か
」、
③
「
尖
閣
諸
島
は
日

本
の
下
、
及
び
第
二
次
大
戦
後
沖
縄
の
一
部
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
か
、
台
湾
の
一
部
と
し
て

扱
わ
れ
た
か
」
の
三
点
に
整
理
し
て
議
論
を
進

め
る
が
、
齋
藤
は
孫
崎
が
第
一
点
に
つ
い
て
援

用
す
る
中
国
古
籍
を
読
ん
で
い
な
い
と
断
じ
、

国
内
の
先
行
諸
研
究
を
参
照
し
て
い
な
い
と
そ

の
不
勉
強
を
責
め
る
。
ま
た
、
中
国
は
一
貫
し

て
尖
閣
諸
島
は
台
湾
の
一
部
と
主
張
し
て
い
る

と
の
記
述
は
、
中
国
の
誤
っ
た
主
張
の
無
批
判

な
受
け
売
り
だ
と
切
り
捨
て
る
。
第
三
点
に
つ

い
て
も
、
齋
藤
は
元
外
務
省
国
際
情
報
局
長
孫

崎
の
「
想
像
を
絶
す
る
」
杜
撰
な
論
理
展
開
を

批
判
し
、「
日
本
の
外
交
官
で
あ
っ
た
人
の
中

に
こ
ん
な
に
中
国
追
随
を
す
る
人
が
い
る
と
い

う
の
は
、
び
っ
く
り
で
あ
る
」
と
評
す
る
。
孫

崎
の
二
〇
一
二
年
の
『
検
証 

尖
閣
問
題
』
は

小
寺
彰
論
文
、
天
児
慧
論
文
、
小
寺
・
天
児
・

孫
崎
座
談
会
の
三
部
構
成
で
あ
る
が
、
孫
崎
に

つ
い
て
の
み
い
え
ば
、
中
国
追
随
で
資
料
的
批

判
に
耐
え
う
る
議
論
が
な
い
と
い
う
。

　
「
8
．
二
〇
一
二
年
四
月
台
湾
外
交
部
条
約

法
律
司
文
書
」
と
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
三
日

発
表
の
「
釣
魚
台
列
嶼
は
中
華
民
国
の
固
有
の

領
土
で
あ
る
」
と
い
う
文
書
で
、
地
理
、
地

質
、
歴
史
、
わ
が
国
民
間
の
使
用
状
況
、
国
際

法
、
と
い
う
各
論
点
は
概
ね
本
書
で
す
で
に
論

破
済
み
で
あ
る
が
、
歴
史
の
部
分
で
従
来
言
及

の
な
か
っ
た
黄
叙
璥
『
台
海
使
槎
録
』（
一
七

七
二
年
）
を
出
し
て
き
た
の
で
点
検
し
て
み
る

と
、
黄
は
「
釣
魚
台
」
付
近
を
通
過
し
た
か
立

ち
寄
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
け

で
、
釣
魚
台
が
清
朝
領
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
史
料
と
は
い
え
な
い
と
い
う
。
国
際
法
論
議

の
部
分
で
は
、
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
四
五
年

ま
で
の
日
本
に
よ
る
領
有
と
、
一
九
四
五
年
か

ら
一
九
七
二
年
ま
で
の
米
軍
に
よ
る
委
任
統
治

の
正
当
性
を
承
認
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
9
．
中
国
で
の
「
琉
球
帰
属
論
」
の
検
討
」

で
は
、
李
理
「“
琉
球
回
収
”
中
の
ア
メ
リ

カ
・
フ
ァ
ク
タ
ー
と
釣
魚
島
問
題
」
と
褚
静

濤
「
釣
魚
島
と
琉
球
の
帰
属
」
を
と
り
あ
げ
る

が
、
李
が
カ
イ
ロ
宣
言
に
は
琉
球
と
釣
魚
列
嶼

が
日
本
の
放
棄
す
べ
き
領
土
の
中
に
言
及
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
は

「
そ
の
他
の
諸
小
島
」
の
中
に
琉
球
と
釣
魚
列

嶼
は
明
文
規
定
が
な
か
っ
た
と
書
い
て
い
る
の

は
、
お
そ
ら
く
中
国
側
の
議
論
の
中
で
初
め
て

だ
ろ
う
と
い
う
。

　
「
10
．二
〇
一
二
年
九
月
中
国
国
務
院
文
書
」

と
は
、
二
〇
一
二
年
九
月
二
六
日
付
『
人
民
日

報
』
に
発
表
し
た
国
務
院
新
聞
辦
公
室
の
「
釣

魚
島
は
中
国
の
固
有
の
領
土
で
あ
る
」
の
こ
と

で
、
中
国
政
府
の
最
近
の
全
面
的
公
式
見
解
で

あ
る
。
詳
細
な
議
論
の
各
論
点
は
す
で
に
齋
藤

の
点
検
済
み
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
年
九
月
国
連

に
お
け
る
楊
潔
篪
外
交
部
長
演
説
が
日
本
の
尖
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閣
諸
島
盗
取
は
「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争
」
を
否

定
す
る
も
の
と
し
た
点
を
捉
え
、
国
務
院
文
書

全
体
及
び
外
交
部
長
の
国
連
演
説
を
歴
史
的
経

過
・
事
実
に
反
し
、
外
交
文
書
・
歴
史
文
書
を

無
視
し
た
、
国
際
社
会
で
は
あ
り
え
な
い
異
常

な
こ
と
と
断
罪
す
る
。
国
務
院
文
書
は
日
本
側

主
張
を
一
つ
ず
つ
つ
ぶ
す
こ
と
を
せ
ず
、
旧
来

の
自
己
主
張
を
強
引
に
繰
り
返
す
だ
け
で
あ

り
、
中
国
通
の
著
者
ら
し
く
、
中
国
人
の
好
む

言
い
方
で
は
「
掩
耳
盗
鈴
、
自
欺
欺
人
」
だ
と

皮
肉
っ
て
い
る
。

　
「
11
．
二
〇
一
三
年
五
月
「
人
民
日
報
」
論

文
」
と
い
う
の
は
、『
人
民
日
報
』
が
中
国
社

会
科
学
院
を
動
員
し
て
釣
魚
島
＝
中
国
領
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
た
も
の
で
、
二
〇
一
三
年

五
月
八
日
付
の
張
海
鵬
・
李
国
強
「
馬
関
（
下

関
）
条
約
と
釣
魚
島
問
題
」
と
同
一
〇
日
付
の

李
国
強
・
侯
毅
「
釣
魚
島
と
そ
の
付
近
の
海
域

は
古
く
か
ら
中
国
の
疆
域
の
構
成
部
分
で
あ
っ

た
」
の
二
つ
の
連
名
論
文
で
あ
〉
6
〈

る
。
い
ず
れ
も

ほ
と
ん
ど
新
味
の
な
い
も
の
と
い
う
。
前
者
に

引
か
れ
て
い
る
一
〇
篇
の
古
籍
に
つ
い
て
、
齋

藤
は
「
わ
た
し
が
見
た
こ
れ
ら
の
書
籍
に
は
、

魚
釣
島
が
中
国
領
で
あ
る
と
記
述
し
た
も
の
は

一
つ
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
李
・
侯
は
一
九

五
八
年
の
「
領
海
声
明
」
は
台
湾
と
そ
の
周
囲

の
各
島
は
中
国
に
属
す
る
と
宣
言
し
た
と
い
う

が
、
そ
れ
を
提
示
し
な
い
。
齋
藤
は
こ
の
文
書

を
知
ら
ぬ
が
釣
魚
島
の
名
が
入
っ
て
い
る
の
な

ら
堂
々
と
提
示
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
。
評
者

も
同
感
で
あ
〉
7
〈
る
。

　
「
12
．
明
清
・
琉
球
・
日
本
・
欧
米
史
料
言

及
一
覧
」
が
章
末
に
掲
げ
ら
れ
、
一
八
名
の
著

者
・
機
関
名
を
縦
軸
に
、
五
四
の
文
献
を
横
軸

に
し
て
、
誰
が
ど
の
文
献
を
用
い
た
か
が
容
易

に
分
か
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。

　
「
Ⅲ 

中
国
「
党
国
家
主
義
」と
「
近
代
国
家
」

の
枠
組
み
」
及
び
「
Ⅳ 

日
本
の
マ
ス
コ
ミ
論

調
と
尖
閣
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
は
著
者
の
時

論
と
も
い
う
べ
く
、
本
書
執
筆
の
動
機
に
直
結

す
る
主
張
が
展
開
さ
れ
、「
Ⅴ 

結
論
」
に
お
い

て
本
書
全
体
の
主
張
が
一
〇
点
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
最
後
に
「
Ⅵ 

尖
閣
関
連
参
考
文

献
」
が
一
一
六
点
、「
Ⅶ 
尖
閣
関
連
資
料
」
が

二
八
点
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

巻
末
に
索
引
が
付
い
て
お
り
、
本
文
中
に
言

及
さ
れ
た
文
献
や
人
物
に
つ
い
て
容
易
に
検
索

が
で
き
る
（
た
だ
、
索
引
は
横
書
き
だ
か
ら
、

巻
末
か
ら
降
順
の
頁
立
て
に
し
た
方
が
良
か
っ

た
か
）。

評
価

　

以
上
本
書
の
ご
く
概
略
を
紹
介
し
た
が
、
Ⅱ

に
見
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
論
争
的
な
内
容
を

持
つ
著
書
で
あ
る
。
察
す
る
に
、
著
者
は
、
中

国
側
の
論
調
に
加
え
、
国
内
の
親
中
国
的
な
論

調
、
と
く
に
そ
の
論
拠
の
い
い
加
減
さ
・
低
級

さ
に
腹
を
立
て
、
こ
の
状
況
を
何
と
か
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
の
正
義
感
か
ら
厖
大
な
文
献
を

丹
念
に
読
破
し
、
逐
一
批
判
を
加
え
た
も
の
か

と
思
わ
れ
る
。
批
判
対
象
の
文
献
を
段
落
又
は

文
単
位
に
分
解
し
、
そ
れ
に
批
判
を
加
え
る
と

い
う
丹
念
さ
で
あ
る
。
中
国
側
や
批
判
さ
れ
た

日
本
人
著
者
た
ち
か
ら
の
反
論
を
ぜ
ひ
見
た
い

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
優
れ
た
本
書
に
、

惜
し
い
こ
と
に
単
純
ミ
ス
と
思
し
き
誤
植
な
い

し
誤
表
記
が
散
見
さ
れ
る
。
本
書
の
価
値
を
貶

め
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
が
、
再
版
を
出
さ

れ
る
と
き
に
は
修
正
さ
れ
た
方
が
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　

本
書
が
示
す
よ
う
に
、
中
国
側
の
論
理
は
歴

史
的
に
も
法
的
に
も
根
拠
な
く
、
破
綻
し
て
い
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る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
尖

閣
諸
島
＝
中
国
領
論
を
強
化
す
る
た
め
巨
額
の

費
用
を
使
っ
て
世
界
に
そ
の
立
場
を
吹
聴
し
、

味
方
を
増
や
そ
う
と
画
策
し
て
い
る
。
根
拠
が

な
く
て
も
国
家
の
「
核
心
的
利
益
」
だ
と
強
弁

す
る
の
は
専
ら
中
国
共
産
党
の
政
策
・
戦
略
的

発
想
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
欺
瞞
性
を
世
界
に
知

ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

最
後
に
、
中
国
側
論
調
を
「
駁
す
る
」
面
白

い
類
書
が
本
書
よ
り
二
か
月
ほ
ど
遅
れ
て
出
て

い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
く
。
い
し
ゐ
の
ぞ
む

著
『
尖
閣
反
駁
マ
ニ
ュ
ア
ル 

百
題
』（
集
広

舎
、
二
〇
一
四
年
六
月
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

注
〈
１
〉 

本
書
Ⅲ
・
Ⅳ
・
Ⅴ
は
二
〇
一
二
年
一
〇
月

に
書
い
た
も
の
で
、
同
年
一
一
月
頃
某
総
合
月

刊
誌
に
掲
載
を
打
診
し
て
断
ら
れ
、
Ⅱ

－

４
は

二
〇
一
三
年
二
月
に
日
中
友
好
系
某
紙
に
掲
載

を
依
頼
し
て
や
は
り
断
ら
れ
た
と
い
う
（
あ
と

が
き
）。

〈
２
〉 

正
確
に
は
、
国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員

会
＝
エ
カ
フ
ェ
（
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
）
の
下
に
あ
っ

た
ア
ジ
ア
沿
海
鉱
物
資
源
共
同
探
査
調
整
委
員

会
（
Ｃ
Ｃ
Ｏ
Ｐ
）
が
一
九
六
八
年
に
当
該
海
域

を
探
査
し
た
結
果
を
翌
年
五
月
に
そ
の
機
関
誌

に
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

〈
３
〉 

次
の
著
作
を
参
照
。M

iyoshi, M
asahiro, 

The Joint D
evelopm

ent of O
ffshore O

il and 
G

as 
in 

R
elation 

to 
M

aritim
e 

Boundary 
D

e lim
 itation , 

D
urham

, 
U

K
: 

International 
B

oundaries 
R

esearch 
U

nit, 
M

aritim
e 

Briefing , Vol. 2 , N
o. 5 , 1999 , pp. 7 ‒29 .

〈
４
〉 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
領
土
取
得
に

お
け
る
抗
議
と
黙
認
│
│
尖
閣
諸
島
と
の
関
連

に
お
い
て
」『
島
嶼
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
四

巻
二
号（
二
〇
一
五
年
三
月
）、四
一
頁
を
参
照
。

〈
５
〉 

前
註
の
拙
稿
を
参
照
。

〈
６
〉 

本
書
原
稿
は
二
〇
一
三
年
九
月
三
〇
日
に

完
成
し
て
い
た
の
で
（
あ
と
が
き
）、
こ
れ
以

降
の
動
き
は
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
な
い
。

〈
７
〉 
こ
の
宣
言
は
中
国
の
領
海
の
幅
員
を
一
二

カ
イ
リ
と
す
る
こ
と
を
謳
い
、
続
け
て
次
の
よ

う
に
規
定
す
る
。「
こ
の
規
定
は
、
中
華
人
民

共
和
国
の
本
土
及
び
そ
の
沿
岸
島
嶼
並
び
に
本

土
及
び
沿
岸
島
嶼
か
ら
公
海
に
よ
っ
て
隔
て
ら

れ
た
台
湾
及
び
そ
の
周
辺
の
諸
島
、
澎
湖
諸

島
、
東
沙
諸
島
、
西
沙
諸
島
、
中
沙
諸
島
、

南
沙
諸
島
、
そ
の
他
中
国
に
属
す
る
す
べ
て

の
島
嶼
に
適
用
す
る
」。T

he D
eclaration of 4  

Septem
ber 1958 , para. 1 . Peking R

eview
, 9  

Septem
ber 1958 , p. 1 . 

こ
こ
に
は
中
国
が
領

有
権
を
主
張
す
る
全
島
嶼
が
列
挙
さ
れ
て
い
る

が
、
釣
魚
島
の
名
前
が
抜
け
て
い
る
。
無
理
を

す
れ
ば
「
台
湾
及
び
そ
の
周
辺
の
諸
島
」
又

は
「
そ
の
他
中
国
に
属
す
る
す
べ
て
の
島
嶼
」

の
中
に
そ
れ
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
理
屈
も

あ
り
得
よ
う
し
、
現
に
そ
の
よ
う
な
弁
解
を
す

る
議
論
が
あ
る
。W

ang, Liyu and Peter H
. 

Pearse, “ T
he N

ew Legal R
egim

e for C
hina’ s 

Territorial Sea,”  O
cean D

evelopm
ent and 

International Law
, Vol. 25 , 1994 . 

著
者
ら
は

こ
の
宣
言
は
台
湾
海
峡
危
機
に
際
し
て
発
せ
ら

れ
た
も
の
で
、
と
く
に
台
湾
と
そ
の
周
辺
の
島

嶼
を
中
国
の
主
張
す
る
領
土
と
し
て
描
く
必
要

が
あ
っ
た
と
し
、
こ
の
宣
言
が
釣
魚
島
を
と
く

に
挙
げ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
台
湾
及
び
そ

の
周
辺
諸
島
（Taiwan and its surrounding 

islands

）」
と
い
う
語
句
に
含
ま
れ
て
い
る
と

い
う
。
し
か
し
、
今
日
「
核
心
的
利
益
」
と
い

う
ほ
ど
重
視
す
る
島
嶼
な
ら
ば
、
そ
の
名
前
を

明
示
せ
ず
に
「
台
湾
及
び
そ
の
周
辺
の
諸
島
」

に
含
ま
れ
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
無

理
な
滑
稽
と
も
い
う
べ
き
解
釈
で
あ
ろ
う
。


